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株 主 各 位

第５７回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第５７回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出

席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することが

できますので、お手数ながら後記参考書類をご検討いただき、同封の議決権
行使書用紙に賛否を明示し、ご押印のうえ折り返しご送付下さいますようお
願い申し上げます。 敬 具

記

１．日 時 平成１７年６月２４日（金曜日）午前１０時
２．場 所 香川県高松市福岡町二丁目２番１号

ウェルシティ高松 香川厚生年金会館 ２階 讃岐の間
３．会議の目的事項
報 告 事 項 １．第５７期（平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで）

営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸
借対照表及び損益計算書報告の件

２．会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項
第１号議案 第５７期利益処分案承認の件
第２号議案 定款一部変更の件

議案の要領は、後記の「議決権行使についての参考書類」
（２９頁から３０頁まで）に記載のとおりであります。

第３号議案 取締役４名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第５号議案 退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職

慰労金贈呈の件
以 上

当日、ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出下さいますようお願いいたします。

平成１７年６月８日

香川県高松市新田町甲３４番地

取締役社長 多田野 宏一
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（添 付 書 類）

営 業 報 告 書

１． 営業の概況
営業の概況のご報告に先立ち、リコール問題等により、株主の皆様やお

客様をはじめ数多くの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりま

すことを謹んでお詫び申し上げます。当社製クレーンによる交通事故で昨

年８月にお亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈りし、ご遺族の方

に深くお詫び申し上げます。また、事故で負傷された方々に重ねて深くお

詫び申し上げます。

当社は、当社製クレーンの不具合（逆ステアリングスイッチ切り忘れ時

の安全装置の不具合）に関して、昨年１２月にリコール届出（対象：約１．５

万台）を行いました。その際に、国土交通省から業務改善指示を受け、社

会の皆様から厳しいお叱りを受けました。本年１月に国土交通省に業務改

善報告を行う一方、過去１０年間の不具合・品質案件について新たな基準で

見直しを行いました結果、本年３月に車両１８案件及び作業装置２７案件で改

修工事が必要と判断するに至りました。現在、改修工事の迅速な実施を図っ

ております。

当社は、創立時からの『経営理念』に立ち返り、企業としての社会的責

任を果たし、かつ社会に貢献できる会社づくりを目指して一からの出直し

に取り組んでおります。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

� 企業集団の営業の経過及び成果並びに今後の課題

当期におけるわが国経済は、海外経済の成長低下や IT関連財の在庫

調整等によって輸出と生産の伸びが鈍化し、夏場以降、景気は踊り場局

面に入りました。その後、原油高や円高、自然災害等が追い討ちをかけ、

足踏み感が強まりましたが、生産調整の進展、設備投資の緩やかな増加、

個人消費の底固さもあって、年度末にかけ景気は再浮揚をうかがう展開

となりました。

このようななかで、私どもの業界は、国内販売先でありますお客様の

クレーン傭車料金に依然として改善が見られないものの、買い替え需要

を背景に建設用クレーンの国内需要が増加するなど明るい兆しも見えて

まいりました。

（ ）平成１６年４月１日から
平成１７年３月３１日まで
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当期は、『タダノグループ中期経営計画』の初年度として、新製品や

モデルチェンジ製品を市場投入して、売上確保に全力を挙げ、鋼材等原

材料値上げのなかで、製品売価の維持・アップを図るとともに徹底した

原価低減と諸経費削減に努めました。また、総資産圧縮の一環として、

売上債権回転期間の短縮と固定資産の売却により、有利子負債を削減し

ました。

売上につきましては、国内売上高は、車両搭載型クレーンや中古売上

が減少しましたが、建設用クレーンが買い替え需要を背景に増加し、６７５

億６千万円（前期比１０２．０％）となり、海外売上高は、中東向けと北米

向けの建設用クレーンが増加し、３４２億８千５百万円（前期比１１２．８％）

となりました。この結果、総売上高は１，０１８億４千６百万円（前期比

１０５．４％）となりました。

経常利益につきましては、売上の増加及び収益構造改革の推進効果も

あって、５７億２千７百万円（前期比１１７．５％）となりました。当期純利

益につきましては、投資有価証券売却益１０億４千４百万円を特別利益

に、過去１０年間の不具合・品質案件見直しの結果生じた製品改修費用引

当金繰入９億７千３百万円、固定資産除売却損１億１千万円を特別損失

に計上しました結果、３８億７千７百万円（前期比１４０．６％）となりまし

た。

セグメント別の概要は次のとおりであります。

建機事業（建設用クレーン）

国内売上につきましては、ラフテレーンクレーンの主力機種である２５

トン吊りや５０トン吊りを中心とした買い替え需要に加えて、一昨年市場

投入したGR‐６００N（６０トン吊り）の販売が好調に推移し、またオール

テレーンクレーンの拡販に努めましたところ、前期に比べ売上は大幅に

増加し２１１億３千５百万円（前期比１２７．８％）となりました。

海外売上につきましては、原油の高値安定を背景に建設・設備投資の

活発な中東向けが引続き増加したことに加え、新製品等の投入効果と需

要回復を背景に北米向けが増加し、２４６億２千９百万円（前期比１２４．８％）

となりました。

この結果、建設用クレーンの売上高は、前期に比べ大幅に増加し、４５７

億６千４百万円（前期比１２６．２％）となりました。
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建機事業（車両搭載型クレーン）

中部・近畿圏へシフトしたディーゼル排ガス規制対応のトラック買い

替え需要を背景にカーゴクレーンの拡販に努めましたが、首都圏での需

要減少の影響で、車両搭載型クレーンの売上高は、前期に比べ減少し、

１４７億２千１百万円（前期比９１．２％）となりました。

建機事業（高所作業車）

排ガス規制対応の買い替え需要も一巡しましたが、設備投資増加の動

きを背景に電力電工向け及びレンタル業界向け販売に注力しました結

果、高所作業車の売上高は、前期並みの９４億５百万円（前期比１０１．４％）

となりました。

建機事業（その他）

建機周辺商品の油圧リフター売上が増加しましたが、品不足のため中

古売上が減少し、また前期には都市型直上高架工事機械売上及び中国合

弁会社への技術ノウハウ売上が合計で１５億６千万円あったことから、部

品、修理、中古車等のその他の売上高は、前期に比べ減少し、２７８億５

千９百万円（前期比９０．０％）となりました。

空気圧機器事業

空気圧機器事業の売上高は、前期に比べ増加し、１５億１千８百万円（前

期比１０８．５％）となりました。

その他事業

その他事業の売上高は、前期並みの２５億７千６百万円（前期比９８．８％）

となりました。

今後の経済見通しにつきましては、日本経済は、企業の収益力が強ま

り、生産も底固く推移していることから、輸出や生産が持ち直せば、企

業部門の主導で景気は再び回復基調に転じるものと期待されますが、米

国や中国等海外経済の動向による輸出への影響、原材料高が経済に与え

る影響等先行き不透明な状況にあります。

当社を取り巻く市場環境は、リコール問題を始めとして厳しい状況に

あり、建設用クレーンの売価アップに伴う売上への影響、原材料高によ

るコストアップ等の懸念材料、トラッククレーン用キャリアの自社生産

立ち上げ等の課題がありますが、国内では建設用クレーンが買い替え需

要により引続き増加し、海外では好調な中東・北米向けに加えて、欧州
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向けの拡販に注力することにより建設用クレーンが堅調に推移するもの

と予想しております。

当社は、リコール問題を踏まえて『中期経営計画』を１年間延期する

ことを決定し、平成１７年度を「信頼回復に向け、一から出直し」、「安全

と品質を徹底的に追求する」年度と位置付けました。この結果、『中期

経営計画』は、平成２０年３月期に連結ベースで売上高１，２３０億円、海外

売上高比率４４％、経常利益１００億円の達成を目指します。

当社は、広く法令遵守といったコンプライアンスはもちろんのこと、

創立時からの『経営理念』に立ち返り、企業としての社会的責任を果た

し、かつ社会に貢献できる会社づくりを目指して一からの出直しに取り

組んでおります。この一環としまして、本年４月１日付でCSR推進室

を設置しました。同室は、CSR（企業の社会的責任）全体の推進を担当

し、�コンプライアンス態勢の整備及び内部統制システムの構築、�リ
スク管理等を推進してまいります。

今後は、グループ社員一同が一丸となって、失いました信頼回復に努

め、社会の皆様にご心配をお掛けすることのない製品づくり、お客様に

安心してお使いいただける製品づくりに邁進してまいります。

当社は、この難局を乗りきりタダノグループを新たな成長軌道に乗せ

るべく、『中期経営計画』に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

� 企業集団の設備投資及び資金調達の状況

当期の設備投資は、リース契約分を含めて１３億６千８百万円となりま

した。

当期の資金調達は、特記すべき事項はなく、所要資金は主として自己

資金により賄いました。

なお、より安定した資金調達基盤を確保するために、当社は、主要取

引銀行３行との間で総額５０億円のコミットメントラインを設定しており

ます。
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� 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移

� 企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純損益は、期中平均株式数により算出しております。

２．当社は、第５７期から「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第１９

条の２に規定する連結計算書類を作成しております。第５６期以前の数値につきまし

ては、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査を受けております。

３．第５４期は、売上の減少や競争激化による価格の低下がありましたが、徹底した原

価低減と諸経費削減に努め、役員報酬・管理職給与の削減を継続した結果、経常損

益は黒字を確保しました。しかしながら、『タダノ改新計画』に基づき多額の評価

損処理を行ったため、損失を余儀なくされました。

４．第５５期は、売上の減少や競争激化による価格の低下がありましたが、『タダノ改

新計画』に基づく収益構造改革の推進効果により、経常利益は増益とすることがで

きました。しかしながら、投資有価証券評価損、希望退職等に伴う特別退職金を特

別損失に計上した結果、損失を余儀なくされました。

５．第５６期は、ディーゼル排ガス規制対応のトラック買い替え特需と原油の高値安定

等を背景に売上が増加しました。売上増加に伴う生産効率の向上、『タダノ改新計

画』に基づく収益構造改革の推進効果により、経常利益は大幅な増益となり、当期

純損益は３期ぶりに利益を確保することができました。

６．第５７期（当期）の状況につきましては、前記「� 企業集団の営業の経過及び成

果並びに今後の課題」に記載のとおりであります。

区 分 第５４期
（平成１４年３月期）

第５５期
（平成１５年３月期）

第５６期
（平成１６年３月期）

第５７期（当期）
（平成１７年３月期）

売 上 高 ８８，１９６百万円 ８３，０６５百万円 ９６，６３６百万円 １０１，８４６百万円

経 常 損 益 ６６１百万円 ２，８６６百万円 ４，８７４百万円 ５，７２７百万円

当期純損益 △５，９０３百万円 △６３７百万円 ２，７５７百万円 ３，８７７百万円

１株当たり
当期純損益 △４３．３６円 △４．８５円 ２１．５１円 ３０．２６円

純 資 産 ６３，４４９百万円 ６２，１４４百万円 ６４，４５７百万円 ６７，１２６百万円

総 資 産 １５６，９３３百万円 １４３，５９２百万円 １４２，４７２百万円 １４７，１０１百万円

連 結
子 法 人 等 ２７社 ２７社 ２７社 ２６社
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� 当社の営業成績及び財産の状況の推移

（注）１株当たり当期純損益は、期中平均株式数により算出しております。

区 分 第５４期
（平成１４年３月期）

第５５期
（平成１５年３月期）

第５６期
（平成１６年３月期）

第５７期（当期）
（平成１７年３月期）

売 上 高 ５７，４１３百万円 ５６，６３５百万円 ６８，１４２百万円 ７３，０４０百万円

経 常 損 益 ３６７百万円 １，６３０百万円 ３，１６９百万円 ３，７３４百万円

当期純損益 △４，５８２百万円 △９７１百万円 １，５２７百万円 ２，２３４百万円

１株当たり
当期純損益 △３３．６６円 △７．４０円 １１．９１円 １７．４４円

純 資 産 ６４，９６２百万円 ６２，９２５百万円 ６３，５９９百万円 ６４，１６７百万円

総 資 産 １２５，４５２百万円 １１５，１４６百万円 １１４，５０９百万円 １１８，３９１百万円
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� 企業集団の主要な事業内容

当社グループは、建機事業（建設用クレーン、車両搭載型クレーン及

び高所作業車等の製造販売）を主な事業とし、空気圧機器事業並びにそ

の他事業も営んでおります。

２． 会社の概況（平成１７年３月３１日現在）

� 企業集団の主要な営業所及び工場等

（注） 平成１７年１月１日付でシンガポール事務所を閉鎖し、その機能を販売子会社である

タダノ・アジア Pte．Ltd．（平成１７年１月１日付タダノ‐マルチコ（エス・イ・アジア）

Pte．Ltd．より商号変更）に移管いたしました。

事 業 区 分 主 な 製 品

建機事業

建 設 用 ク レ ー ン
オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、
トラッククレーン、軌陸車

車両搭載型クレーン カーゴクレーン、セルフローダ、軌陸車

高 所 作 業 車 高所作業車、穴掘建柱車、軌陸車、照明車、法面作業車

そ の 他 部品、修理、中古車、石こうボード分別機等

空 気 圧 機 器 事 業 小型ロボット用空気圧機器他

そ の 他 事 業 自動車用部品他

区 分 名 称 及 び 所 在 地

当 社

本 社 等 本社：香川県高松市、東京事務所：東京都墨田区

工 場 高松工場：香川県高松市、志度工場：香川県さぬき市

研 究 所 技術研究所：香川県高松市

支社・支店等

東日本支社：宮城県仙台市
北海道支店：北海道札幌市、東北支店：宮城県仙台市、
北陸支店：富山県富山市

中日本支社：東京都墨田区
関東支店：埼玉県上尾市、東京支店：東京都墨田区、
中部支店：愛知県一宮市

西日本支社：大阪府東大阪市
関西支店：大阪府東大阪市、四国支店：香川県高松市、
中国支店：広島県坂町、九州支店：福岡県大野城市

北京事務所：中国・北京市
中東事務所：アラブ首長国連邦・ドバイ市

重 要 な
子 法 人 等

本社及び工場

ファウンGmbH：ドイツ・バイエルン州（本社及び工場）
タダノ・ファウンGmbH：ドイツ・バイエルン州（本社）
タダノ・アメリカCorp．：米国・テキサス州（本社）
四国機工株式会社：香川県多度津町（本社及び工場）
国際機械商事株式会社：東京都港区（本社）
株式会社タダノアイメス：東京都港区（本社）
株式会社ニューエラー：大阪府大阪市（本社及び工場）
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� 当社の株式の状況

� 会社が発行する株式の総数 ２５８，０４９，０００株

� 発行済株式総数 １２９，５００，３５５株

� 株 主 数 １０，４３７名

� 大 株 主

（注） 当社は、平成１７年３月３１日現在で、株式会社みずほ銀行の持株会社である株式会社
みずほフィナンシャルグループの株式２，８３７株（出資比率０．０％）、株式会社東京三菱
銀行の持株会社である株式会社三菱東京フィナンシャル・グループの株式１，６６８株（出
資比率０．０％）を所有しております。

� 自己株式の取得、処分等及び保有の状況
ア）取得した株式
・単元未満株式の買取制度による取得

普通株式 １４２，０１３株 取得価額の総額 ６７，２１８千円
イ）処分した株式
・ストックオプション制度（株式譲渡請求権）の権利行使による処分

普通株式 ４６３，０００株 処分価額の総額 １６６，６８０千円
・単元未満株式の買増制度による処分

普通株式 １３，９２０株 処分価額の総額 ６，４４７千円
ウ）決算期において保有する株式

普通株式 １，１７６，７３５株
（注） 保有株式のうち、９０２，０００株はストックオプション制度実施目的であります。

株 主 名
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況

持 株 数 出 資 比 率 持 株 数 出 資 比 率

日本生命保険相互会社 ７，８０１ ６．０ ― ―

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

７，２８３ ５．６ ― ―

開発商事株式会社 ６，８７２ ５．３ ― ―

株式会社みずほ銀行 ６，２５６ ４．８ ― ―

株式会社百十四銀行 ５，７７１ ４．４ ５，５１５ １．７

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

４，１４９ ３．２ ― ―

明治安田生命保険相互会社 ４，０００ ３．０ ― ―

株式会社東京三菱銀行 ３，３６７ ２．６ ― ―

第一生命保険相互会社 ３，２０８ ２．４ ― ―

タダノ取引先持株会 ３，０３１ ２．３ ― ―

千株 ％ 千株 ％

― ９ ―



� 企業集団及び当社の従業員の状況

� 企業集団の従業員の状況

� 当社の従業員の状況

� 企業結合の状況

� 重要な子法人等の状況

（注）１．従業員数は、就業人員を記載しております。

２．建機事業の内訳は、建設用クレーン１，０７７名、車両搭載型クレーン２６９名、高所作

業車２１６名、その他５７６名となっております。

（注） 従業員数には、嘱託１９名を含み、出向者２９１名は含んでおりません。

（注）１．タダノ・ファウンGmbHの当社の出資比率は、間接所有の割合を表示しております。
２．当社グループの売上高及び当期純損益に対する影響度並びに海外戦略における重
要性を勘案し、当期よりタダノ・アメリカCorp．を重要な子法人等に追加しており
ます。

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

１，０２６ 名 ＋８ 名 ４２．５ 歳 １８．８ 年

事 業 区 分 従 業 員 数 前期末比増減

建 機 事 業 ２，１３８名 △６ 名

空 気 圧 機 器 事 業 ５９ ―

そ の 他 事 業 ７１ △９

全 社 共 通 ６５ ＋１３

合 計 ２，３３３ △２

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出 資 比 率 主要な事業内容

フ ァ ウ ン Ｇ ｍ ｂ Ｈ ４５，２７４
千ユーロ １００．０％ 建設用クレーン等の製造

タダノ・ファウンＧｍｂＨ ５，６２４
千ユーロ（１００．０％）建設用クレーン等の販売

タダノ・アメリカCorp ． ２，５００
千米ドル ６０．０％ 建設用クレーン等の販売

四 国 機 工 株 式 会 社 １８０百万円 ９６．４％ 建設用クレーン等の部品の製造

国 際 機 械 商 事 株 式 会 社 １２０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の販売及びレンタル

株式会社タダノアイメス ６０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の販売

株 式 会 社 ニ ュ ー エ ラ ー ４４４百万円 ７５．４％ 自動車用電装部品及び
空気圧機器の製造販売

（注）
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� 企業結合の経過

特記すべき事項はありません。

� 企業結合の成果

前記「１．営業の概況�企業集団の営業の経過及び成果並びに今後の

課題」に記載のとおりであります。

� 当社の主要な提携の状況

� 当社の主要な借入先の状況

（注）当社の借入金総額１９，３８８百万円の１０％以上の借入先を記載しております。

相 手 先 国名 提 携 内 容

日立建機株式会社 日本 トラッククレーン及びクローラクレーンの販売提
携並びに高所作業車のOEM相互供給

コベルコクレーン株式会社 日本 ラフテレーンクレーンの完成車・キャリア部の生
産受託及びクレーン部の部品の共通化・共同購買

北京京城重工機械
有 限 責 任 公 司

中国
建設用クレーンの製造・販売を目的とする合弁会
社「北起多田野（北京）起重機有限公司」の設立
（資本金２０百万米ドル、当社出資比率２５％）

借 入 先
借 入 金 残 高 借入先が有する当社の株式

短期借入金 長期借入金 合 計 持株数 出資比率

株式会社みずほ銀行 ５００百万円 ４，２００百万円 ４，７００百万円 ６，２５６千株 ４．８ ％

株式会社百十四銀行 ４００ ３，２９０ ３，６９０ ５，７７１ ４．４

日本生命保険相互会社 ― ２，２７８ ２，２７８ ７，８０１ ６．０
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� 当社の取締役及び監査役の状況

（注）１．当営業年度中の取締役の異動
退任 � 平成１６年６月３０日付をもって、中西正晴氏は取締役を辞任いたしました。

� 平成１７年３月３１日付をもって、多田野 榮、多田野 久の両氏は取締役を
辞任いたしました。

２．監査役のうち香西 忠、白川清之の両氏は、「株式会社の監査等に関する商法の
特例に関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役であります。
３．平成１７年４月１日現在の取締役及び執行役員の担当・委嘱業務は以下のとおりで
あります。

地 位 氏 名 担当・委嘱業務

代 表 取 締 役 社 長 多田野 宏 一

代表取締役副 社 長 高 戸 紀 幸 社長補佐、生産部門（購買・生産技術・製
造）・品質安全部門・サービス部門統括

取締役・執行役員専務 鈴 木 正 国内営業部門・欧州事業部門・中国事業部門
統括、輸出事業部門担当

執 行 役 員 常 務 北 島 宏 中国事業部門担当
執 行 役 員 常 務 村 上 順 典 国内営業部門担当、営業企画部長

執 行 役 員 帯 包 泰 博 生産部門（購買・生産技術・製造）担当、購
買部長

執 行 役 員 多田野 誠 二 品質安全部門担当、品質安全部長
執 行 役 員 大 薮 修 二 企画管理部門担当、企画管理部長
執 行 役 員 内 田 聡 志 サービス部門担当

執 行 役 員 宇 川 悦 栄 企画管理部門担当補佐（経理・財務）、企画
管理部部長

執 行 役 員 真 鍋 茂 幸 開発部門担当、開発部長
執 行 役 員 北 野 尚 夫 国内営業部門担当補佐
執 行 役 員 作 田 実 輸出事業部門担当補佐
執 行 役 員 伊 賀 正 開発部門担当補佐、開発企画部長

地 位 氏 名 担当又は主な職業

代 表 取 締 役 会 長 多田野 榮

代 表 取 締 役 社 長 多田野 宏 一

代 表 取 締 役 副 社 長 高 戸 紀 幸
社長補佐、生産部門（購買・生産技術・製
造）・品質安全部門・サービス部門統括

取締役・執行役員専務 鈴 木 正
国内営業部門・欧州事業部門・中国事業部
門統括、海外事業部門担当

取 締 役 相 談 役 多田野 久

常 勤 監 査 役 依 光 慶 二

常 勤 監 査 役 佐 藤 一 成

常 勤 監 査 役 香 西 忠

監 査 役 白 川 清 之 税理士
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（注） 会計監査人との契約において「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法
律」に基づく監査と証券取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんの
で、�の金額には証券取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

� 会計監査人に支払うべき報酬等の額

（備考） 本営業報告書中に記載の表示単位の金額及び株式数並びに出資比率は、数値未満を切り捨てております。

支払うべき報酬等 支 払 額

� 当社及び子法人等が会計監査人に支払うべき報
酬等の合計額

千円
３３，４００

� 上記�の合計額のうち、公認会計士法第２条第
１項の業務（監査証明業務）の対価として支払う
べき報酬等の合計額

３３，４００

� 上記�の合計額のうち、当社が支払うべき会計
監査人としての報酬等の額

２９，５００
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連結貸借対照表（平成１７年３月３１日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
有 価 証 券
た な 卸 資 産
短 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

１０４，３２６
２４，７３３
５０，３９３
７２

２２，６１２
５，８６９
３，２０１
２，４１０

△ ４，９６７

４２，７７５
２７，６４１
７，９５４
６７７

１８，３７５
３２
６０１

１３２

１５，０００
１０，０１４
２，７２０
４，０８６

△ １，８１９

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
製 品 保 証 引 当 金
製品改修費用引当金
債務保証損失引当金
未経過割賦販売利益
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
長 期 預 り 金
連 結 調 整 勘 定
そ の 他

５０，８３６
２４，９５５
１３，８０１
２，６１５
２，０９６
８４１
９７３
１０
９２９

４，６１２

２７，８８５
１７，２１９
２１４

２，９２９
４，５９３
５４５

１，９９２
２０
３７０

負 債 合 計 ７８，７２１

少 数 株 主 持 分 １，２５３

（資 本 の 部）
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
土地再評価差額金
株式等評価差額金
為替換算調整勘定
自 己 株 式

１３，０２１
１６，５９５
３８，２６７

△ ４７３
１，４００

△ １，４１３
△ ２７１

資 本 合 計 ６７，１２６

資 産 合 計 １４７，１０１ 負債、少数株主持分及び資本合計 １４７，１０１
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連結損益計算書（平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで）（単位：百万円）

科 目 金 額

経

常

損

益

の

部

営

業

損

益

の

部

売 上 高
売 上 原 価

１０１，８４６
７７，４１４

割賦販売利益繰延前売上総利益
未経過 割賦販売利益戻入
未経過 割賦販売利益繰入

６０３
３６４

２４，４３２

２３８

売 上 総 利 益
販売費及び一般管理費

２４，６７０
１９，４２５

営 業 利 益 ５，２４５

営
業
外
損
益
の
部

営 業 外 収 益
受 取 利 息
割 賦 販 売 受 取 利 息
受 取 配 当 金
連 結 調 整 勘 定 償 却 額
雑 収 益

４３６
４８０
８７
４９
２６７ １，３２１

営 業 外 費 用
支 払 利 息
雑 損 失

６７７
１６１ ８３９

経 常 利 益 ５，７２７

特

別

損

益

の

部

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
価 格 保 証 債 務 戻 入

１０
１，０４４
８４ １，１３９

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損
投 資 有 価 証 券 売 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
貸 倒 引 当 金 繰 入
製品改修費用引当金繰入
子 会 社 株 式 売 却 損
関 連 会 社 整 理 損
会 員 権 等 評 価 損

１１０
８
４９
４
９７３
５０
６７
０ １，２６３

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
少 数 株 主 利 益

５，６０３
２，３６７

△ ７２２
８０

当 期 純 利 益 ３，８７７
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項
� 連結子法人等の数……２６社
主要な連結子法人等の名称
ファウンGmbH、タダノ・ファウンGmbH、タダノ・アメリカCorp．
四国機工�、国際機械商事�、�タダノアイメス、�ニューエラー
従来、連結の範囲に含めていた�コーレンは、平成１７年３月３１日付で売却
したため、同社の決算日までの損益計算書を連結し、当連結会計年度末にお
いて連結の範囲から除外しております。
� 非連結子法人等の数……１社
タダノ・インダストリア・エ・コメルシオ Ltda．
（連結の範囲から除いた理由）
タダノ・インダストリア・エ・コメルシオ Ltda．は実質的な営業を行って
いないため連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子法人等タダノ・インダストリア・エ・コ
メルシオ Ltda．及び関連会社７社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の
適用範囲から除外しております。主要な関連会社は北起多田野（北京）起重
機有限公司であります。

３．連結子法人等の事業年度等に関する事項
連結子法人等のうち、タダノ・インターナショナル（ヨーロッパ）B．V．、
ファウンGmbH、タダノ・ファウンGmbH、タダノ・ファウン・ホーラン
ドB．V．、タダノ・アジア Pte．Ltd．、韓国多田野�、多田野華南有限公司及
びタダノ・アメリカCorp．の決算日は１２月３１日であり、連結決算日との間に
重要な取引が生じていないため、当該連結子法人等の事業年度に係る財務諸
表を使用しております。また、その他の連結子法人等の決算日は３月３１日で
あります。

４．会計処理基準に関する事項
� 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券（時価のあるもの）…………決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本
直入法によって処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

その他有価証券（時価のないもの）…………移動平均法による原価法
� たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品・半製品（キャリアパーツ）・仕掛品・原材料（キャリア）

……主として個別法による原価法
半製品（その他）・原材料（その他）……主として総平均法による原価法

� 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産……主として定率法（在外連結子法人等は定額法）

� 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に検討した回収不能見込
額を計上しております。
製品保証引当金
製品のアフターサービス費用に充当するため、製品保証実施規定に基
づく保証サービス費の過去の実績率を基準にした要保証サービス額を計
上しております。
製品改修費用引当金
平成１６年１２月にリコール届出を行うとともに、過去１０年間の不具合・
品質案件について見直した結果、今後の製品改修費用に備えるため、必
要額を見積り計上しております。
債務保証損失引当金
当社製品を購入する顧客の当社提携銀行等よりの借入金に対する保証
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損失に備えるため、顧客の借入金に関する当社の保証債務に対し、過去
の履行実績率を基準にした保証損失見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差
異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（１２年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用
処理することとしております。
役員退職慰労引当金
役員の退職による退職慰労金に充当するため、退職慰労金内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。

� 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子法人等の資産及
び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部に
おける為替換算調整勘定に含めております。
� 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。
� 収益及び費用の計上基準
売上のうち、一部について割賦基準を採用しております。

� 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

� 連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項
連結子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用し
ております。
� 連結調整勘定の償却に関する事項
連結調整勘定の償却については、発生年度より実質的判断による年数の見
積りが可能なものはその見積り年数で、その他については５年間の均等償却
を行っております。
� 利益処分項目等の取扱いに関する事項
連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処理に基づいて作成しており
ます。

連結貸借対照表関係注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 ２３，１４８百万円

２．担保に供している資産
預金 ６８百万円
受取手形 １，５６７百万円
建物及び構築物 ５９百万円
機械装置及び運搬具 １５百万円
土地 ９９０百万円

３．保証債務
販売先の当社提携銀行等よりの借入の保証 ３，８４８百万円

４．受取手形裏書譲渡高 ５，７５３百万円

５．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書関係注記
１．１株当たり当期純利益 ３０円２６銭

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平 成１７年 ５ 月１１日

株式会社 タ ダ ノ
取 締 役 会 御 中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員
業務執行社員

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鍋 嶋 明 人 ○印

公認会計士 � 倉 康 ○印

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第１９

条の２第３項の規定に基づき、株式会社タダノの平成１６年４月１日から平成

１７年３月３１日までの第５７期営業年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表及び連結損益計算書について監査を行った。この連結計算書類の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対す

る意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当

監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人は、上記の連結計算書類が、法令及び定款に従い

株式会社タダノ及びその連結子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状

況を正しく示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第５７期

営業年度の連結計算書類（連結貸借対照表及び連結損益計算書）に関して各

監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作

成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役の監査の方法の概要

各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、連結計

算書類について取締役等及び会計監査人から報告及び説明を受け、監査

いたしました。

２．監査の結果

会計監査人監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

平成１７年５月１６日

株式会社 タ ダ ノ 監査役会

常勤監査役 依 光 慶 二 ○印

常勤監査役 佐 藤 一 成 ○印

常勤監査役 香 西 忠 ○印

監 査 役 白 川 清 之 ○印

（注） 監査役香西忠及び監査役白川清之は、「株式会社の監査等に関する商法

の特例に関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役であります。
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貸借対照表（平成１７年３月３１日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
製 品
半 製 品
原材料及び貯蔵品
仕 掛 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権 等
借 地 権
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
子 会 社 株 式
出 資 金
子 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長期滞留営業債権
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

６８，７４２
１７，０２７
２０，３５２
１６，１５０
５，４５１
１，５２２
２，２２９
４，４９３
２，２５４
１，６４６

△ ２，３８４

４９，６４９
２１，４５８
６，１５５
５０８
１８９
３２
２７８

１４，２９１
３

６９
２３
１６
２９

２８，１２１
９，８０７
４，６７２
６１８

８，５７９
８

７１４
８

３，２４６
１，１２６

△ ６６１

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
一年内に返済すべき長期借入金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
製 品 保 証 引 当 金
製品改修費用引当金
債務保証損失引当金
未経過割賦販売利益
割賦販売前受利息
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
投資等損失引当金
長 期 預 り 金
そ の 他

２９，３３３
１１，８０５
６，６２４
１，６５０
２，６５４
１，５２３
１，６６３
６５

１，０５４
４８４
９７３
１０
１４３
５６
６２４

２４，８９０
１５，０８４
２，９２９
３，９２４
５４５
８５

１，９９２
３３０

負 債 合 計 ５４，２２４

（資 本 の 部）
資 本 金

資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
自己株式処分差益

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
配 当 準 備 積 立 金
開 発 研 究 積 立 金
特 別 償 却 準 備 金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金

当 期 未 処 分 利 益

土地再評価差額金

株式等評価差額金

自 己 株 式

１３，０２１

１６，５９５
１６，５２１

７４
７４

３３，９３１
２，４０９
２７，８０４
２，０６０
２，２００
１
７４２

２２，８００
３，７１７

△ ４７３

１，３６４

△ ２７１

資 本 合 計 ６４，１６７

資 産 合 計 １１８，３９１ 負債及び資本合計 １１８，３９１
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損益計算書（平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

経

常

損

益

の

部

営

業

損

益

の

部

売 上 高
売 上 原 価

７３，０４０
５４，６５７

割賦販売利益繰延前売上総利益
未経過 割賦販売利益戻入
未経過 割賦販売利益繰入

１４８
６７

１８，３８２

８０

売 上 総 利 益
販売費及び一般管理費

１８，４６３
１４，８９４

営 業 利 益 ３，５６９

営
業
外
損
益
の
部

営 業 外 収 益
受 取 利 息
割 賦 販 売 受 取 利 息
受 取 配 当 金
雑 収 益

１０
１６９
２９０
１３３ ６０５

営 業 外 費 用
支 払 利 息
雑 損 失

３３１
１０８ ４３９

経 常 利 益 ３，７３４

特

別

損

益

の

部

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益

０
１，０４４ １，０４５

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損
投 資 有 価 証 券 売 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
貸 倒 引 当 金 繰 入
製品改修費用引当金繰入
子 会 社 株 式 売 却 損
関 連 会 社 整 理 損
会 員 権 等 評 価 損

１０２
８
４９
３
９７３
７４
６７
０ １，２７９

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

３，５００
１，６８３

△ ４１６

当 期 純 利 益
前 期 繰 越 利 益
中 間 配 当 額
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額

２，２３４
２，０８４
４８０

△ １２０

当 期 未 処 分 利 益 ３，７１７
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重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式………………移動平均法による原価法
その他有価証券（時価のあるもの）…………期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入
法によって処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

その他有価証券（時価のないもの）…………移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
製 品……個別法による原価法
半製品……月総平均法による原価法（キャリアパーツは個別法による原価法）
仕掛品……個別法による原価法
原材料……月総平均法による原価法（キャリアは個別法による原価法）
貯蔵品……最終仕入原価法

３．固定資産の減価償却の方法
� 有形固定資産

定率法を採用しております。
� 無形固定資産

定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準
� 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に検討した回収不能見込額を計
上しております。

� 製品保証引当金
製品のアフターサービス費用に充当するため、製品保証実施規定に基づ
く保証サービス費の過去の実績率を基準にした要保証サービス額を計上し
ております。

� 製品改修費用引当金
平成１６年１２月にリコール届出を行うとともに、過去１０年間の不具合・品
質案件について見直した結果、今後の製品改修費用に備えるため、必要額
を見積り計上しております。なお、この引当金は商法施行規則第４３条に規
定する引当金であります。

� 債務保証損失引当金
当社製品を購入する顧客の当社提携銀行等よりの借入金に対する保証損
失に備えるため、顧客の借入金に関する当社の保証債務に対し、過去の履
行実績率を基準にした保証損失見込額を計上しております。なお、この引
当金は商法施行規則第４３条に規定する引当金であります。

� 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、その発生
時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１２年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとして
おります。

―２２―



� 役員退職慰労引当金
役員の退職による退職慰労金に充当するため、退職慰労金内規に基づく
期末要支給額を計上しております。なお、この引当金は商法施行規則第４３
条に規定する引当金であります。

� 投資等損失引当金
子会社等への投資等に係る損失に備えるため、子会社等の資産内容等を
勘案した損失負担見込額を計上しております。なお、この引当金は商法施
行規則第４３条に規定する引当金であります。

５．割賦販売の会計処理
（未経過割賦販売利益）
割賦契約による売上について割賦販売の会計処理を採用しており、支払
期日未到来分に対応する利益を「未経過割賦販売利益」として流動負債に
計上するとともに、当期中の支払期日到来分に対応する利益を「未経過割
賦販売利益戻入」として当期の利益に戻入しております。
（割賦販売受取利息）
支払期日未到来分に対応する額を「割賦販売前受利息」として流動負債
に計上するとともに、当期中の支払期日到来分に対応する額を「割賦販売
受取利息」として営業外収益に計上しております。

６．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。

７．消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表関係注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 １５，５９５百万円

２．割賦販売契約等に基づいて一年経過後に入金期日の到来する受取手形金額
４，１８７百万円

３．子会社に対する短期金銭債権 ８，５９６百万円
子会社に対する短期金銭債務 ２，６０５百万円
子会社に対する長期金銭債務 １百万円

４．貸借対照表に計上した固定資産のほか、工場機械設備、電子計算機及びその
周辺機器等についてはリース契約により使用しております。

５．保 証 債 務 １８，２８６百万円

６．商法施行規則第１２４条第３号に規定する時価を付したことにより増加した純
資産額は１，３６４百万円であります。

７．土地再評価法の適用
土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地
再評価差額金」として資本の部に計上しております。

―２３―
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同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９
号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）第１６条に規
定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するため
に国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整
を行って算出する方法によっております。
再評価を行った年月日 平成１４年３月３１日
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価
の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

３，２７０百万円

８．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書関係注記
１．子会社との取引高

・売 上 高 １４，３１７百万円
・仕 入 高 １１，０６２百万円
・販売費及び一般管理費 ２，２７８百万円
・営業取引以外の取引高 ２６６百万円

２．１株当たり当期純利益 １７円４４銭

３．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

退職給付関係注記
１．採用している退職給付制度の概要

当社は、昭和４４年８月から退職金制度の一部について適格退職年金制度を
設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合が
あります。

２．退職給付債務に関する事項（平成１７年３月３１日現在） （単位：百万円）
イ．退職給付債務 △ ８，８３８
ロ．年金資産 ３，４５６

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ ５，３８２
ニ．未認識数理計算上の差異 １，４５８

ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ） △ ３，９２４

３．退職給付費用に関する事項（自 平成１６年４月１日 至 平成１７年３月３１日）
（単位：百万円）

イ．勤務費用 ３８６
ロ．利息費用 ２０３
ハ．期待運用収益 △ ２４
ニ．数理計算上の差異の費用処理額 １２４

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） ６９０

（注） 上記退職給付費用以外に、割増退職金３３百万円を支払っております。

―２４―
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
ロ．割引率 ２．００％
ハ．期待運用収益率 ０．７５％
ニ．数理計算上の差異の処理年数 １２年
（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額
法により、翌期から費用処理することとしております。）

税効果関係注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：百万円）
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 引 当 金 １，５２２
子 会 社 株 式 １，１９９
貸 倒 引 当 金 １，０７１
投 資 有 価 証 券 ６４２
そ の 他 ２，４４５

繰延税金資産合計 ６，８８２
繰 延 税 金 負 債
株式等評価差額金 △ ８９２
そ の 他 △ ４８９

繰延税金負債合計 △ １，３８１

繰延税金資産の純額 ５，５００

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異が
あるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法 定 実 効 税 率 ３９．５４％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 １．４６％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △１．６５％
住 民 税 均 等 割 １．４６％
特 別 税 額 控 除 等 △５．１０％
そ の 他 ０．４７％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ３６．１８％

―２５―



（注） 利益配当金には、自己株式に対する配当金は計上しておりません。

利 益 処 分 案
（単位：円）

当 期 未 処 分 利 益 ３，７１７，８２３，６７０

任 意 積 立 金 取 崩 額

特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額 １，５９０，３３８

固定資産圧縮積立金取崩額 ６，１５５，９２９

計 ３，７２５，５６９，９３７

これを次のとおり処分いたします。

利 益 処 分 額

利 益 配 当 金 ４８１，２１３，５７５

（１株につき３円７５銭）

計 ４８１，２１３，５７５

次 期 繰 越 利 益 ３，２４４，３５６，３６２

―２６―
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平 成１７年 ５ 月１１日

株式会社 タ ダ ノ
取 締 役 会 御 中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員
業務執行社員

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鍋 嶋 明 人 ○印

公認会計士 � 倉 康 ○印

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第２
条第１項の規定に基づき、株式会社タダノの平成１６年４月１日から平成１７年
３月３１日までの第５７期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、営業報告書（会計に関する部分に限る。）及び利益処分案並びに附属
明細書（会計に関する部分に限る。）について監査を行った。なお、営業報告
書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告
書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載
部分である。この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監
査法人の責任は独立の立場から計算書類及び附属明細書に対する意見を表明
することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び附属明細
書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計
算書類及び附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、
監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。な
お、この監査は、当監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手
続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。
� 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益
の状況を正しく示しているものと認める。
� 営業報告書（会計に関する部分に限る。）は、法令及び定款に従い会社
の状況を正しく示しているものと認める。
� 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。
� 附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、商法の規定により
指摘すべき事項はない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上

―２７―



監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第５７期
営業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の
報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役の監査の方法の概要
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役
会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況
を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査し、子会社に対しても営業の報告を求め、必
要に応じて子会社に赴き、業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類及び附属明細書につ
き検討を加えました。
取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無
償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株式の
取得及び処分等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて取
締役等に対し報告を求め、詳細に調査いたしました。

２．監査の結果
� 会計監査人監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。
� 営業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
� 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘
すべき事項は認められません。
� 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項
は認められません。
� 取締役の職務遂行に関しては不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。
なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行っ
た無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株
式の取得及び処分等についても取締役の義務違反は認められません。
� 子会社調査の結果、取締役の職務遂行に関し指摘すべき事項は認めら
れません。

平成１７年５月１６日

株式会社 タ ダ ノ 監査役会
常勤監査役 依 光 慶 二 ○印
常勤監査役 佐 藤 一 成 ○印
常勤監査役 香 西 忠 ○印
監 査 役 白 川 清 之 ○印

（注） 監査役香西忠及び監査役白川清之は、「株式会社の監査等に関する商法
の特例に関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役であります。

以 上

―２８―



議決権行使についての参考書類

１． 総株主の議決権の数 １２５，９４９個

２． 議案及び参考事項
第１号議案 第５７期利益処分案承認の件
議案の内容は、２６頁に記載のとおりであります。
当社は、利益配分につきましては、収益に対応した利益配分を行うとと

もに、将来に備えた企業体質強化のため、内部留保の充実にも取り組むこ
とを基本方針といたしております。
当期の業績及び今後の厳しい経営環境を勘案し、当期末の利益配当金に

つきましては、１株につき３円７５銭とさせていただきたく存じます。なお、
中間配当３円７５銭を合わせ、年間配当金は前期よりも２円５０銭増額の１株
につき７円５０銭となります。
また、取締役賞与金につきましては、当期の業績に鑑み、計上いたして

おりません。

第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
� 当社は、平成１７年４月１５日開催の取締役会において、取締役及び監
査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議
いたしました。これに伴い、現行定款第２１条、第３１条を変更するもの

であります。
� 平成１６年６月２５日開催の定時株主総会終結前に在任した取締役が本
総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役の任期に関す
る現行定款附則を削除するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現行定款 変更案

第４章 取締役および取締役会
（取締役の報酬限度額および退職慰労金）
第２１条 取締役の報酬限度額および退職慰

労金は、株主総会において定める。
ただし、前記報酬限度額には取締役
の使用人としての職務に対する給与
を含まないものとする。

第４章 取締役および取締役会
（取締役の報酬限度額）
第２１条 取締役の報酬限度額は、株主総会

において定める。ただし、前記報酬
限度額には取締役の使用人としての
職務に対する給与を含まないものと
する。

―２９―



第３号議案 取締役４名選任の件
現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役４名の選任をお願いするものであります。

現行定款 変更案

第５章 監査役および監査役会
（監査役の報酬限度額および退職慰労金）
第３１条 監査役の報酬限度額および退職慰

労金は、株主総会において定める。

（附則） 第１９条（取締役の任期）の規定に
かかわらず、平成１６年６月２５日開催
の定時株主総会終結前に在任する取
締役については、第１９条中「就任後
１年内」とあるを「就任後２年内」
と読み替える。
なお、本附則は上記定時株主総会

終結前に在任する取締役全員が退任
したときをもって削除する。

第５章 監査役および監査役会
（監査役の報酬限度額）
第３１条 監査役の報酬限度額は、株主総会

において定める。

〔削 除〕

取締役候補者

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴及び他の会社の代表状況 所有する当

社株式の数

１ 多田野 宏一
（昭和２９年７月３日生）

昭和５２年４月 丸紅株式会社入社
昭和６３年６月 当社入社
平成３年６月 社長室長
平成９年１月 ファウンGmbH取締役社長
平成９年６月 取締役
平成１１年４月 取締役、執行役員常務
平成１３年４月 取締役、執行役員専務
平成１４年４月 代表取締役、執行役員専務
平成１５年６月 代表取締役社長（現任）

１７３，１００株

２ 高 戸 紀 幸
（昭和１５年９月２６日生）

昭和３８年４月 当社入社
昭和６２年１１月 取締役
平成５年６月 常務取締役
平成９年６月 専務取締役
平成１１年４月 取締役、執行役員専務
平成１４年４月 代表取締役、執行役員専務
平成１５年６月 代表取締役副社長
平成１６年４月 代表取締役副社長、社長補佐、

生産部門（購買・生産技術・
製造）・品質安全部門・サー
ビス部門統括（現任）

１００，５５８株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴及び他の会社の代表状況 所有する当

社株式の数

３ 鈴 木 正
（昭和２８年１月５日生）

昭和５１年４月 住友商事株式会社入社
平成９年４月 当社入社
平成９年７月 海外事業部長
平成１１年４月 執行役員、海外事業部長
平成１３年６月 取締役、執行役員、海外事業

部長
平成１４年４月 取締役、執行役員常務
平成１５年６月 取締役、執行役員専務
平成１６年４月 取締役、執行役員専務、国内

営業部門・欧州事業部門・中
国事業部門統括、海外事業部
門担当（現任）

３２，０００株

４ 大 薮 修 二
（昭和２２年６月１２日生）

昭和４５年４月 当社入社
平成８年１０月 人事部長
平成１１年４月 経営企画室部長（人事・総務

担当）
平成１２年４月 執行役員、経営企画室部長
平成１３年４月 執行役員、企画管理部部長
平成１５年６月 執行役員、企画管理部門担当、

企画管理部長（現任）

２６，０００株

（注）取締役候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
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第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
平成１６年６月３０日をもって取締役を辞任された中西正晴氏及び平成１７年

３月３１日をもって取締役を辞任された多田野 榮、多田野 久の両氏に対

し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲内で退職慰

労金を贈呈いたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法などは、取締役会にご一任

願いたいと存じます。

退任取締役の略歴

氏 名 略 歴

多田野 榮

昭和５０年１０月 取締役
昭和５４年１１月 常務取締役
昭和６０年１１月 専務取締役
平成５年６月 取締役副社長
平成９年６月 代表取締役社長
平成１５年６月 代表取締役会長
平成１７年３月 代表取締役会長辞任

多田野 久

昭和４７年１０月 取締役
昭和５４年１１月 常務取締役
昭和５５年１１月 専務取締役
昭和６２年１１月 取締役副社長
平成元年６月 代表取締役社長
平成９年６月 代表取締役会長
平成１２年６月 取締役会長
平成１４年４月 取締役相談役
平成１７年３月 取締役相談役辞任

中 西 正 晴
平成１３年６月 取締役
平成１６年６月 取締役辞任
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第５号議案 退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰
労金贈呈の件

当社は、平成１７年４月１５日開催の取締役会において、取締役及び監査役

の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしま

した。

これに伴い、第３号議案をご承認いただくことを条件として重任予定の

取締役多田野宏一、高戸紀幸、鈴木 正の各氏並びに在任中の監査役依光

慶二、佐藤一成、香西 忠、白川清之の各氏に対し、これまでの在任期間

に対応した退職慰労金を当社の内規に従い相当額の範囲内で贈呈いたした

く存じます。

なお、贈呈の時期は、各氏の退任時とし、その具体的金額及び贈呈の方

法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議

によることにご一任願いたいと存じます。

以 上

対象となる取締役及び監査役の略歴

氏 名 略 歴

多田野 宏一

平成９年６月 取締役
平成１１年４月 取締役、執行役員常務
平成１３年４月 取締役、執行役員専務
平成１４年４月 代表取締役、執行役員専務
平成１５年６月 代表取締役社長（現任）

高 戸 紀 幸

昭和６２年１１月 取締役
平成５年６月 常務取締役
平成９年６月 専務取締役
平成１１年４月 取締役、執行役員専務
平成１４年４月 代表取締役、執行役員専務
平成１５年６月 代表取締役副社長（現任）

鈴 木 正
平成１３年６月 取締役、執行役員
平成１４年４月 取締役、執行役員常務
平成１５年６月 取締役、執行役員専務（現任）

依 光 慶 二 平成１３年６月 常勤監査役（現任）

佐 藤 一 成 平成１１年６月 常勤監査役（現任）

香 西 忠 平成１０年６月 常勤監査役（現任）

白 川 清 之 平成１４年６月 監査役（現任）
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第５７回定時株主総会会場ご案内図

会場：香川県高松市福岡町二丁目２番１号
ウェルシティ高松 香川厚生年金会館２階 讃岐の間

送迎バス
琴電瓦町駅前及び JR高松駅前から送迎バスを運行いたしますのでご利

用下さい。
株主総会終了後もお送りいたします。
なお、乗場は琴電瓦町駅、JR高松駅周辺拡大図をご参照下さい。

琴電瓦町駅�のりば JR高松駅�のりば
発車時刻 午前９時１５分 午前９時３０分

ご参考（その他の交通手段）
�コトデン路線バス
JR高松駅前 朝日町線�のりば（ウェルシティ高松 香川厚生年金会館前下車）

発車時刻 午前９時２０分
�タクシー
JR高松駅から１０分 琴電瓦町駅から１５分

�ウェルシティ高松 香川厚生年金会館には、駐車場もございますのでご
利用下さい。
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